
貸与奨学金
返還誓約書作成方法



借用金額と保証関係および今後の返還方法を確認する契約書

返還誓約書とは

・返還誓約書の作成は、細かいルールがあります

・返還誓約書の手続きに不備がある場合は、奨学金の振り込みは止まります
最悪の場合、既に振り込まれている奨学金の返還を求められます

・不備がないように案内をよく確認して、手続きを完了しましょう



大学から学生に書類を配布します。

配布の連絡は、該当学生にメールでお知らせします。

奨学生のしおり等を確認して、作成してください。

必要書類の準備取得もしてください。

指定された期限までに不備なく提出してください。

手続きの流れ

書類の受取

返還誓約書の作成

返還誓約書の提出



まずは、日本学生支援機構のホームページから
『奨学生のしおり』を必ずダウンロードしてください

貸与が始まってから終了するまでの手続きや留意事項など
が記載されていますので、必ずお読みください
返還誓約書の作成方法も記載があります

ダウンロード先（日本学生支援機構HP）
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/siori/index.html

奨学生のしおりを読む

【第一種・第二種採用者】 【授業料後払い制度採用者】
（大学院生で該当する者）

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/siori/index.html


返還誓約書の提出期限

大学から配布された案内に記載された期限
※不備なく提出する期限

●期限までに提出がなかった場合や不備があり期限までに解消されない
場合は、奨学金の振込が「停止」になる可能性ある

●最悪の場合は、「奨学金の返還】および「採用取消」なる



返還誓約書作成時のルール

①黒か青のボールペンを使用して丁寧に記入すること
※フリクションや鉛筆は使用不可

②署名欄は、印字されている氏名の本人が各自署名すること
※他の人が代理で署名することは不可

③【人的保証】は、印鑑登録証明書と同じ印鑑で丁寧に押印すること



【機関保証】返還誓約書の作成

①青枠の印字内容が
正しいかを確認
②学生本人が署名欄
に署名

学生本人

①紫枠の印字内容が正しい
かを確認
②本人以外の連絡先の本人
が署名欄に署名

本人以外の連絡先の本人

添付書類欄に
記載された書類を返還誓約
書と併せて提出

どちらかに✓

【月賦返還】
毎月同じ額を返還

【併用返還】
毎月の返還額を少なくする
代わりに、１月・７月に多く返
還

★後から変更は不可

※「第一種奨学金」で「所得連動返
還方法を選択した方は「月賦返還」
のみとなります。



【授業料後払い制度の大学院生】返還誓約書の作成

①青枠の印字内容が
正しいかを確認
②学生本人が署名欄
に署名

学生本人

①紫枠の印字内容が正しい
かを確認
②本人以外の連絡先の本人
が署名欄に署名

本人以外の連絡先の本人

添付書類欄に
記載された書類を返還誓約
書と併せて提出



【機関保証】保証依頼書の作成

学生本人が記入してください

【訂正する場合】
訂正箇所をすべて二重線で消し、
訂正してください

【記入例】
貸与奨学生のしおりで記入方法
を確認してください

返還誓約書に印字された日付

【一種・二種の両方採用の場合】
それぞれの奨学生番号を１部ずつ
記入して提出してください



【人的保証】返還誓約書の作成

①青枠の印字内容が
正しいかを確認
②学生本人が署名欄
に署名

学生本人

どちらかに✓

【月賦返還】
毎月同じ額を返還

【併用返還】
毎月の返還額を少なくする
代わりに、１月・７月に多く返
還

★後から変更は不可

※「第一種奨学金」で「所得連動返
還方法を選択した方は「月賦返還」
のみとなります。

①緑枠の印字内容が正しい
かを確認
②連帯保証人本人が署名欄
に署名・押印

連帯保証人本人

①黄枠の印字内容が正しい
かを確認
②保証人本人が署名欄に署
名・押印

保証人本人

添付書類欄に
記載された書類を返還誓約
書と併せて提出

※原本

※原本

※コピー可



【人的保証】返還誓約書の作成

①青枠の印字内容が
正しいかを確認
②学生本人が署名欄
に署名

学生本人

どちらかに✓

【月賦返還】
毎月同じ額を返還

【併用返還】
毎月の返還額を少なくする
代わりに、１月・７月に多く返
還

★後から変更は不可

※「第一種奨学金」で「所得連動返
還方法を選択した方は「月賦返還」
のみとなります。

①緑枠の印字内容が正しい
かを確認
②連帯保証人本人が署名欄
に署名・押印

連帯保証人本人

①黄枠の印字内容が正しい
かを確認
②保証人本人が署名欄に署
名・押印

保証人本人

添付書類欄に
記載された書類を返還誓約
書と併せて提出

※原本

※原本

※コピー可

※コピー可 ※原本

（保証人が４親等以外の親族や６５歳以上の場合）



【人的保証】保証依頼書の作成

保証人が記入してください

【訂正する場合】
訂正箇所をすべて二重線で消し、
印鑑登録証明書の印鑑を押印し
たうえで、訂正してください

【記入例】
貸与奨学生のしおりで記入方法
を確認してください

【一種・二種の両方採用の場合】
それぞれの奨学生番号を１部ずつ
記入して提出してください

返還誓約書に印字された日付

印鑑登録証明書の印鑑を押印

「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」のうち
いずれか１つのみ金額を記入

右側に記載のある「収入の証
明書類」を提出してください

（保証人が４親等以外の親族や６５歳以上の場合）



訂正時のルール（その１）

修正がある場合、修正テープ・修正液は使用禁止！！「なぞり書き」禁止！！

◎訂正箇所を含めて該当箇所すべてを二重線で消す

◎人的保証の場合は、二重線の上に重なるように印鑑登録証明書と同じ印鑑を押印する



訂正時のルール（その２）

◎正しい内容を省略せずに記入する

◎返還誓約書記載事項訂正届を記入し、返還誓約書と併せて提出

返還誓約書記載事項訂正届は、訂正不可
書き間違えた場合は、新しい用紙に記入すること

連帯保証人・保証人は「印鑑登録証明書」と
同じ住所を都道府県等を省略せずに記載すること



返還誓約書記載事項訂正届の作成
返還誓約書に印字された日付

本人に訂正がな
い場合であって
も、赤枠は、記
入必須

返還誓約書の記載事
項を変更した人物の
欄のみを訂正してく
ださい

書き間違えたときは、
新しい用紙に書き直
しが必要となる
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